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２０２４年日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権規定 

※下線部：変更箇所 

２０２４年規定 ２０２３年規定 

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０２４年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

て優秀な成績を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ジムカ

ーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「ＦＩＡの国際モーター

スポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその細則（本選手権規

定およびスピード競技開催規定を含む）ならびに当該選手権競技会特別規

則」に従って開催される。 

 

第１条 ～ 第１７条（略） 

 

第１８条 選手権保持者の認定 

１.～２.（略） 

３.（略） 

 １）～２）（略） 

 ３）上記２）の方法によっても結果が出ない場合には、高得点を得た時期

が遅い順に順位を決定する。 

 

第１９条 ～ 第３７条（略） 

 

第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０２４年１月１日から施行する。 

ただし、第５条、第６条３．、第１２条１．２）②ｃ．および第１２条２．

２）②ｃ．については、２０２３年６月１日から施行する。 

以上 

 

第１章 総則 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、２０２３年

（以下「当該年」という。）のジムカーナ／ダートトライアル競技会におい

て優秀な成績を収めた者の栄誉をたたえるため、これを認定する日本ジムカ

ーナ／ダートトライアル選手権規定を制定する。 

日本ジムカーナ／ダートトライアル選手権競技は「ＦＩＡの国際モーター

スポーツ競技規則に準拠したＪＡＦの国内競技規則とその細則（本選手権規

定およびスピード競技開催規定を含む）ならびに当該選手権競技会特別規

則」に従って開催される。 

 

第１条 ～ 第１７条（略） 

 

第１８条 選手権保持者の認定 

１.～２.（略） 

３.（略） 

 １）～２）（略） 

 ３）上記２）の方法によっても結果が出ない場合には、高得点を得た時期

が早い順に順位を決定する。 

 

第１９条 ～ 第３７条（略） 

 

第３８条 本選手権規定の施行 

本選手権規定は２０２３年１月１日から施行する。 

ただし、第５条、第６条３．、第１２条１．２）②ｃ．および第１２条２．

２）②ｃ．については、２０２２年６月１日から施行する。 

以上 

 




